
2 令和8年4月

変更前　午前８時３０分から午後５時１５分

※電話受付時間は当面の間、午前８時30分から午後５時15分を継続します。

午前９時から午後４時

役場の窓口受付時間が
変わりました

４月１日（水）から

対象となる施設

大口町役場本庁（全フロア）
健康文化センター
　（１階　健康課・こども課・長寿ふくし課）
大口町総合福祉会館
　（２階　学校教育課・生涯学習課）

戸籍保険課窓口の延長

毎月 第２・第４水曜日　午後７時まで
申請できる内容
　戸籍証明書（本籍地が大口町の方のみ）の交付申請
住民票の写しの交付申請（大口町に住所登録されている方のみ）

　印鑑登録および印鑑登録証明書の交付申請
※転入等住所異動の手続きなど、お取り扱いできない業務
　があります。

問合せ先　秘書人事課　☎95-1612
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変更後

詳しくはこちら
町ホームページ


